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第１ 章 開 発 計 画 
 

第１ 節 土 地 利 用 計 画 
１ ． 土地利用計画は、 開発区域の規模・状況に応じ 住宅用地のほかに緑地、 道路（ 駐車場） 排水

施設等が適切に 配置さ れている こ と 。  

２ ． 危険な場所は避ける こ と 。  

 

 

第２ 章 道 路 計 画  
 

第１ 節 接 続 道 路 （ 取付道路）  

  接続道路は、 既設道路と 開発区域と を 接続する 道路で、 幅員は開発区域の規模及び周辺の状況等に

よ り 決定さ れ、 最小幅員は次のと おり と する 。  

  １ ． 原則は、 幅員 6.0m 以上と する 。  
     ただ し 、 周囲の状況等によ り 町長が支障がないと 認めた場合はこ の限り ではない。  

２ ． 接続道路は、 開発区域に含むも のと する 。  
 

 

 設計例 
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３ ． 縦断勾配 

    縦断線形の一般的方針は次のと おり と する 。  

１ ）  地形に合わせて 緩やかな形状と する こ と 。  

２ ）  排水系統と の勾配を 考慮する こ と 。  

３ ）  消防活動及び日常の交通に支障のない勾配である こ と 。  

４ ）  最急勾配は原則と し て６ ％以下である こ と 。  

５ ）  車道の縦断勾配が変移する 箇所には縦断曲線を 設ける こ と 。  

 

４ ． 排水施設 

  道路には、 雨水等を 速やかに排水する ために必要な排水施設等の処置を 講ずる こ と 。  

１ ）  そ の他状況に応じ 協議の上設ける こ と 。  

 

  ５ ． 構  造 

    開発区域の道路及び接続道路は、 原則と し てア ス フ ァ ルト 又は同等以上の強度耐久力を 有する

舗装を 設ける こ と 。  

 

  ６ ． 除  雪 

    開発区域内の道路及び接続道路の計画において、 冬季間の除雪対策を 検討する こ と 。  
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第３ 章 排 水 

 

第１ 節 排 水 計 画 

  宅地開発の排水施設は、 雨水及び汚水を 有効に排出する 構造並びに能力で計画さ れなければなら な

い。  

１ ．雨水量の算定 

  雨水量の算定は合理式を 標準と する 。    

 

       １  

  Ｑ＝ ---------- ・Ｃ ・Ｉ ・Ａ  

        ３ ６ ０  

 

    Ｑ＝雨水流失量（ ｍ3／SEC）    Ｃ ＝流失係数 

    Ｉ ＝降雨強度（ mm／h）      Ａ ＝排水面積（ ha）  

 

 

   流失係数（ C） は次表に よ る  

 

工種別基礎流失係数標準値 

工 種 別 流 出 係 数 工 種 別 流 出 係 数 

屋 根 0. 85～0. 95 間 地 0. 10～0. 30 

道 路 0. 80～0. 90 芝樹木の多い公園 0. 05～0. 25 

そ の 他 不 透 明 0. 75～0. 85 勾配のゆる い山林 0. 20～0. 40 

水 面 1. 00 勾配の急な山林 0. 40～0. 60 

 

 

降雨強度（ I ） については５ 年確率と し 、 本町においては 

 

       3, 780 

   Ⅰ＝ ----------   と する 。  

      ｔ  + 34 

 

            

   ｔ ＝Ｔ １ ＋Ｔ 2 

            ｔ ： 流達時間（ 分）  

            Ｔ １ ： 流入時間（ 分）    ５ ～10 分程度が望ま し い。 ---------（ ア ）  

Ｔ 2： 流下時間（ 分）  
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 ※ 草地、樹林地等にあっては、次の式により求める。 

     

       2        ｌ・ｎ   0.467 

  Ｔ１＝  --- × 3.28 × --------    

       3         √Ｓ 

 

   Ｔ１ ：流入時間（分）    

   ｌ  ：斜面距離（ｍ） 

   Ｓ  ：斜面勾配 

   ｎ  ：遅滞係数 

 

地覆状態 ｎ 地覆状態 ｎ 

不浸透面 0.02 森林地（落葉樹） 0.60 

よく締まった裸地 

（なめらか） 
0.10 

森林地 

（落葉樹、深い落葉等堆積地） 
0.80 

裸地（普通の粗さ） 0.20 森林地（針葉樹林） 0.80 

粗草地及び耕地 0.20 密草地 0.80 

牧草地又は普通の草地 0.40   

 

（イ）流下時間の算定の基準 

       Ｌ 

  Ｔ2＝ --------- 

      60・Ｖ 

       

   Ｔ2 ： 流下時間（分） 

   Ｌ ： 水路の延長（ｍ） 

   Ｖ ： 水路内の流速（ｍ／sec） 

    ※ 流速はマニング公式による。 

         1 

     Ⅴ＝ ------ × Ｒ2/3 × Ｉ1/2 

         ｎ 

 

       ｎ ： 粗度係数           （標準値） 

           ヒューム管水路（自由水面）   ：0.013 

           三面張りのコンクリート水路   ：0.020 

           石張り等の二面張水路      ：0.025 

           素堀り水路           ：0.030 

                    流水断面A（㎡） 

Ｒ ： 径深（ｍ） ＝ ---------------- 

             潤辺長Ｐ（ｍ） 

Ｉ ： 動水勾配（水路勾配） 



 - 6 - 

第２ 節 排水施設の 設置等 

  １ ． 構造・設置 

   ・ 汚水及び雨水を 有効に排出でき る よ う に管渠の勾配及び断面積が定めら れている こ と 。  

   ・ 排水施設は、 堅固で耐久力を 有する 構造である こ と 。  

   ・ 排水施設は、 コ ン ク リ ート 、 れんが、 そ の他の耐久性の材料で造り 、 かつ漏水を 最小限のも

のと する 措置が講ぜら れる こ と 。  

  ２ ． 管渠・ト ラ フ  

    管渠は外圧に対し ては十分耐ええる 構造、 材質のも のを 使用し 、 かつ下記の基準等に適合する    

   こ と 。  

   ・ 汚水排水路は暗渠を 原則と する 。  

   ・ 流速は一般に下流に行く に従い漸増さ せる よ う にする のを 標準と する 。  

・ 雨水管では計画水量に対し 、 最小 0. 8ｍ／秒、 最大 3. 0ｍ／秒と する のを 標準と する 。  

・ 排水施設のう ち 暗渠部分の最小内径又は最小内のり 幅は、汚水管渠で 200 ㎜、雨水管渠で 250

㎜と し 又、 Ｕ 字ト ラ フ は最小内のり 幅及び高さ を 240 ㎜以上を 標準と する 。  

・ 管渠の土かぶり は 1. 5ｍ～2. 0ｍを 標準と し 、 最小土かぶり は原則と し て 1. 0ｍと する 。  

   ・ 管渠及び開渠の断面の設計においては、 算定雨水流出量に 20％～30％の流量の割増を 行う こ

と を 標準と する 。  

  ３ ． 桝・マ ン ホールの設置 

    次に掲げる 箇所には下水道施設設計指針によ る 桝又はマ ン ホールを 設ける こ と 。  

   ・ 公共の用に供する 管渠の始ま る 箇所。  

   ・ 下水の流路の方向、 勾配又は横断面が著し く 変化する 箇所。  

   ・ 管渠の長さ がそ の内径又は内のり 幅の 120 倍を 超えない範囲内において、 管渠の維持管理上

必要な箇所。  

   ・ 雨水を 排除すべき 桝については、雨水に浸入する 泥ご みを 等を 集める ための深さ 15 ㎝以上の

泥だめを 設ける こ と 。  

  ４ ． そ の他 

   ・ 流末を 公共施設に接続する と き 、 汚水、 雑排水については、 浄化施設又はそ れと 同等の水質

基準を 満たす処理のでき る 施設を 設ける こ と 。  

   ・ 排水施設は、 放流先の排水能力が不足若し く は未整備な施設と し て認めら れる 場合には、 管

理者と 協議の上、 排水施設を 事業主の負担において設置する こ と ができ る 。  
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第４ 章 給 水 施 設 

 

第１ 節 給 水 計 画 

  １ ． 開発区域が、 町の給水区域内にある 場合は、 原則と し て町水道施設よ り 給水を 受ける も のと

する 。 ただし 、 事情によ り こ の限り ではない。  

  ２ ． 開発区域が、 町の給水区域内にあっ て町水道施設よ り 給水を 受けよ う と する 場合には、 町水

道管理者と 協議する も のと する 。  

  ３ ． 管等の埋設については、 道路管理者又は土地権利者と 協議する も のと する 。  

 

 

第５ 章 電 力 ・ 電 話 

 

第１ 節 電力・電話の 供給 

  １ ． 原則は地下埋設と する 。 ただし 、 そ れに代わる 方法があれば協議によ り 設置でき る も のと す 

る 。  

  ２ ． 電力・電話の供給に伴う 電柱の設置について、 新設する 場合は景観上に配慮する こ と 。  

  ３ ． 電力と 電話の配線は、 共架を 原則と する 。  

 

 

第６ 章 造 成 施 設 

 

第１ 節 敷 地 の 安 全 

  １ ． 開発区域内の地盤が軟弱な場合、 土の置き 換え、 水抜き 、 そ の他安全上必要な措置を 講じ る

こ と 。  

  ２ ． 盛土を する 場合は、 雨水そ の他の地表の浸透によ る ゆる み、 沈下、 崩壊を 防ぐ ため土の締め

固め、 夜盛り 等の措置を 講じ る こ と 。  

  ３ ． 切土を し た後の地盤にすべり やすい土質の層がある と き は、 そ の地盤にすべり が生じ ないよ

う に、 杭打ち 、 土の置き 換え等の措置を 講じ る こ と 。  

 

第２ 節 法 面 の 保 護 

１ ． 切土又は盛土によ っ て生じ た法面は崩壊し ないよ う 石張、 芝生、 モ ルタ ル吹付等の措置がと

ら れている こ と 。 ま た 、 長大法面（ 高さ 15ｍ程度以上） と なる 場合には高さ ５ ｍ毎に １ ～２ ｍ

程度の小段を 設け、 小段には排水施設を 設ける こ と を 標準と する 。  

  ２ ． 法面の勾配は 30 度（ 地表面が水平に対し 30 度を なす土地） 以下と する 。  
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第７ 章 環 境 の 保 全 

 

第１ 節 基 本 計 画 

   開発区域及び周辺区域の環境を 保全する ため、 開発行為の目的・規模・形状区域の地形、 予定建

築物の用途等を 勘案し 、 開発区域における 植物の生育の確保上必要な樹木の保存、 表土の保全等の

必要な措置及び騒音、 振動等によ る 環境の悪化の防止上必要な緑地帯、 そ の他の緩衝帯が配置さ れ

ている こ と 。  

 

第２ 節 植 栽 及 び 伐 採 

  １ ． 開発区域面積の２ ％以上の緑地を 設ける こ と 。  

  ２ ． 利用目的によ り １ ．５ ｍ以上の緩衝帯を 設ける こ と 。  

  ３ ． 景観に配慮し 周辺施設の植栽を する こ と 。  

 

 

  第８ 章 屋外広告（ 表示板）  

 

第１ 節 表 示 板 の 設 置 

  １ ． 景観に配慮し たも のを 計画する こ と を 原則と する 。  

  ２ ． 町道敷地内への設置は認めない。  

 

 

第９ 章 建築物・工作物 

 

第１ 節 建築物・工作物の計画 

  １ ． 開発工事によ り 建築物を 建築し よ う と する 場合には、 建物の高さ 、 外壁、 屋根及び建築物の

色彩について、 自然環境を 及び周辺の景観に適合し たも のでなければなら ない。  

 

 

第 10 章 防 災 計 画 

 

第１ 節 防 災 計 画 

   造成工事中においては、 集中豪雨、 台風等によ っ て災害発生の危険が多く 、 排水施設の不完全、  

表土の露出等のため通常の降雨によ っ ても がけ崩れ、 土砂流出等の災害が発生し 易い状態になり 、  

工事の施工にあたっ ては、 周辺の土地、 建物等に対し 被害を 与えないよ う 工程に応じ た防災措置を  

取る よ う 計画し 、 放流先の河川そ の他の関係者と 十分協議を 行わなければなら ない。  
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第２ 節 工 事 中 の 防 災 

   防災措置は、 災害が予測さ れる 箇所に 前も っ て計画的な防災工事を 施し 、 平常から 現場の把握を

行い緊急の際直ち に適切な処置を と れる よ う に、対処の方法や必要な材料を 整理し ておく こ と と し 、

状況に即し た諸種の災害に対する 措置は、 特に 次の事項を 十分注意し て行う こ と 。  

  １ ． 整地工事中は湧水箇所及び法面に 盲暗渠、 仮設排水路等を 設置する と と も に、 要所に泥溜を

設け、 でき る 限り 土砂を 流下さ せないこ と 。  

  ２ ． 切土を し た後の地盤にすべり やすい土層のある 時は、 そ の地盤にすべり を 生じ ないよ う な適

当な措置を 講じ る こ と 。  

 

第３ 節 防 災 態 勢 

  １ ． 天気予報に注意を し 、 台風、 集中豪雨等によ る 災害発生を 未然に防止する こ と 。  

  ２ ． 災害発生の危険が生じ た場合は、 関係機関に連絡を し 、 指示を 受ける と と も に全力を あげて

災害を 防止する こ と 。  

 

 

   第 11 章 遺跡・文化財等の保存修景計画 

 

  １ ． 開発予定区域については、 遺跡、 文化財等に関し 十分調査を し 、 重要な文化財に関係する 土 

地、 特に埋蔵文化財等の多い地域等では、 でき る だけ宅地造成を 避ける も のと する 。  

  ２ ． 自然の地形、 立木等が住宅地に良好な自然環境、 修景を 与える と 考えら れる 場合は、 事情の 

許す範囲内で、 緑地等と し て保存する よ う 努めなければなら ない。  


